
県庁噴水広場芝生化等改修工事（明許）に係る一般競争入札公告 

 
山梨県総務部資産活用課庁舎管理室が発注する「県庁噴水広場芝生化等改修工事（明許）」

に係る契約は、一般競争入札により行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１
６号）第１６７条の６第１項により公告します。 
 
令和４年３月９日 

山梨県知事  ⻑崎 幸太郎 
１ 一般競争入札に付する事項 
（１）工事名 
   県庁噴水広場芝生化等改修工事（明許） 
（２）工事場所 
   山梨県庁噴水広場（山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号） 
（３）工事内容 
   既存の噴水設備周囲の石張り部分等の（一部）芝生化等改修工事 
（４）工事期間 

契約日から令和４年８月３１日（水）まで 
（５）その他 
    公告日現在、県庁舎敷地整備工事（第２期）における噴水広場の整備（平成２６、

２７年度）に係る社会資本整備総合交付金事業により取得又は効用の増加した財産
の処分について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律
第１７９号）第２２条及び「社会資本整備総合交付金事業の実績報告書、残存物件等
の取扱い、額の確定及び財産処分承認基準等要領」（平成２４年３月３０日付け国官
会第３２９９号）第２４条の規定により関東地方整備局⻑へ申請中であることから、
本入札における入札の効果は、当該申請が承認されることにより効力を生ずるもの
とする。 

    なお、当該申請が非承認となった場合、それが入札前であれば入札自体を取り止め
ることとし、入札以後であれば本入札における入札の効果は効力が生じないものと
し、契約を締結しないものとする。 

 
２ 一般競争入札の参加資格 

この公告で定める入札参加申請の提出期限の日から契約を締結する日までの期間 
（（１１）、（１２）、（１４）及び（１５）にあっては、それぞれ当該（１１）、（１２）、   
（１４）及び（１５）に定める期間）に、次に掲げる要件をすべて満たしている者である
こと。 

なお、確認のための資料を求めない参加資格については、入札参加資格の申請を行った
者は当該要件を満たすことを誓約したものとみなす。 



（１）中北建設事務所管内に事業所（本店）を有する者であること。 
（２）山梨県における建設工事の競争入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、建設

業許可名簿「申請業種（造園工事業）」に登載されている者であること。 
（３）契約を締結する日の１年７月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査

を受けている者であって、原則としてこれに係る経営事項審査結果通知書を提示でき
るものであること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者
及び同条第２項の規定に基づき山梨県の入札参加の制限を受けていない者であること。 

（５）役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若
しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴
力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でないこ
と。 

（６）建設業法に基づく適正な技術者１名を配置できる者であること。 
（７）（６）の技術者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

ア 入札に参加を希望する者と直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加の申し込みを行
った日以前に３ヶ月以上の期間、継続した雇用関係があること。）があること。 

イ 死亡、傷病又は退職等県が認める場合を除き、工期途中で交代しないこと。 
ウ 低入札価格調査実施要領に定める調査基準価格（以下「調査基準価格」という。以

下同じ。）を下回った価格で落札した工事がある場合は、当該工事に配置している専
任技術者及び追加技術者（落札者と決定された調査基準価格を下回る入札を行った
者と契約を締結する場合に増員して配置する技術者をいう。以下同じ。）と兼務しな
いこと。 

（８）入札参加資格確認資料提出時に配置予定技術者に係る資料の提出を求めた場合は、当
該資料を提出できる者であること。この場合においては、複数の技術者を配置予定技術
者とすること及び入札参加資格確認資料提出時において施工中の工事に係る技術者と
重複する技術者を配置予定技術者とすることができる。 

（９）調査基準価格を下回った価格で落札した工事がある場合は、当該工事に配置している
現場代理人を対象工事の現場代理人と兼務させないこと。 

（１０）対象工事を調査基準価格を下回った価格で落札した場合は、配置する専任技術者お
よび追加技術者を他の工事の技術者と兼務させず、かつ、現場代理人を他の工事におけ
る現場代理人と兼務させないこと。 

（１１）公告の日の６月前の日以降に不渡りを出した者でないこと。 
（１２）公告の日の２年前の日以降に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこ

と。 
（１３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生⼿続開始の申⽴て又は⺠事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく⺠事再生⼿続開始の申⽴てがなされた者
については、当該⼿続開始の決定の後に山梨県建設工事等入札参加資格に係る再認定



取扱要領（平成１９年６月２０日施行）に入札参加資格の再認定を受けた者であること。 
（１４）公告の日以降に、山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成２３年

４月１日施行。以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止を受けている日
が含まれている者でないこと。 

（１５）公告の日の１月前の日から契約を締結する日までの期間に山梨県発注工事におい
て５５点未満の工事成績評定通知を受けていない者であること。ただし、５５点未満の
なかで工事成績採点考査項目の法令遵守における１から４までに該当する指名停止措
置による減点分を除いた点数が５５点以上の者は参加することができる。 

（１６）山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 
（１７）平成１８年４月１日から令和３年３月３１日までの１５年間において、同種工事の

施工実績を有する者であること。 
 
３ 入札関係資料の交付について 
（１）入札関係資料の交付期間 

入札関係資料については、この公告の日から令和４年３月１６日（水）までの山梨県
の休日を定める条例（平成元年山梨県条例第６号）に定める県の休日（以下「県の休日」
という。）を除く毎日、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで３（２）
の場所において交付する。 

（２）入札関係資料の交付場所 
〒４００−８５０１ 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 
山梨県総務部資産活用課庁舎管理室（山梨県庁本館４階） 
電話番号 ０５５−２２３−１３９１（直通） 
E-mail: chosya@pref.yamanashi.lg.jp 

（３）入札参加資格確認申請書の提出方法 
この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加資格を満たす

ことを証明する書類を、この公告の日から令和４年３月１６日（水）までの県の休日を
除く毎日、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで３（２）の場所に持参
又は郵送（書留郵便）し、この入札に参加する資格があることの確認を受けること。 

 
４ 入札の日時及び場所 

県庁噴水広場芝生化等改修工事（明許）に係る入札 
令和４年３月２５日（金） 午前１０時３０分 
山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 
山梨県庁防災新館４階 ４１１会議室（入札後、即時開札する。） 

 
５ 入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相
当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切



り捨てた金額）をもって、落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係
る課税業務者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 
６ 落札者の決定方法 
（１）この公告に示した業務を履行できると契約担当者が認めた有効な入札であって、予定

価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、落札に有効な最
低価格提示者が複数の場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが
あって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をも
って入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

（２）開札をした場合において、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度
の入札を行う。入札の回数は２回を限度とし、落札者がいないときは、最低入札価格者
と協議することとする。このため、入札者又はその代理人は、入札者の住所、氏名及び
押印のある見積書を持参すること。 

（３）入札書が無効となった者は、当該入札に再度参加することはできない。 
 
７ 入札に関する注意事項 
（１）入札参加者は、「入札説明書」及び「設計書」を熟読しなければならない。 
（２）入札書は、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出

することができる。この場合においては二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の
うえ、当該中封筒に入札者の氏名等を朱書し、表封筒には「令和４年３月２５日開札 
県庁噴水広場芝生化等改修工事（明許）の入札書在中」と朱書したうえで、契約担当者
あて親展で提出しなければならない。この場合、入札は１回のみとする。 
なお、入札書は、入札日の前日の午後５時までに契約担当者が受理しないものは無効と
する。 

 
８ 契約書の作成 
（１）競争入札を執行し、契約の相⼿方が決定したときは、当該契約の相⼿方に落札決定の

通知をした日から起算して５日以内（県の休日を除く。）に契約書の取り交わしをする
ものとする。 

   ただし、この時点において、１（５）における関東地方整備局⻑への申請が承認され
ていない場合は、それ以降に承認された日をもって契約書の取り交わしをするものと
する。 

   また、当該申請が非承認となった場合は、１（５）に記載したとおり、本入札におけ
る入札の効果は効力が生じないものとし、契約を締結しないものとする。 

（２）契約書を作成する場合において、契約の相⼿方が遠隔地にあるときは、まず、その者
が契約書の案に記名して押印し、さらに山梨県知事が当該契約書の案の送付を受けて



これに記名して押印するものとする。 
（３）（２）の場合において、山梨県知事が記名して押印したときは、当該契約書の１通を

契約の相⼿方に送付するものとする。 
（４）山梨県知事が契約の相⼿方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定

しないものとする。 
（５）契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 
 
９ その他 
（１）入札説明会等 
   入札説明会、現場説明会及びヒアリングは行わない。 
（２）入札保証金 

入札に参加しようとする者は、山梨県財務規則（以下「規則」という。）第１０８条
に規定する入札保証金を納付しなければならない。 

ただし、規則第１０８条の２の規定に該当する者は、これを免除する。 
（３）契約保証金 

契約を締結しようとする者は、規則第１０９条に規定する契約保証金を納付しなけ
ればならない。 

ただし、規則第１０９条の２の規定に該当する者は、これを免除する。 
また、規則第１２０条の規定に該当する場合は、違約金を徴収する。 

（４）入札の無効 
この公告に示した競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札者に求められる

義務を履行しなかった者の行った入札、その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げ
る入札は無効とする。 

（５）最低制限価格制度 
   適用しない。 
（６）前払金 
   適用する。金額は、請負代金額の１０分の４以内とし、１万円未満の端数は切り捨て

る。 
（７）中間前払金 
   適用する。ただし、中間前払金を選択した場合に限る。金額は、請負代金額の１０分

の２以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。 
（８）部分払 
   適用する。ただし、回数は４回以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。 
（９）その他 

詳細は、入札説明書による。 
落札者が契約締結までの間に「２ 一般競争入札の参加資格」に掲げた参加資格のう

ち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。また、この場合において、県
は損害賠償の責めを負わないものとする。 


